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規則第３０号 

 大和高田市行政不服審査会条例施行規則を次のように定める 

  平成２８年３月３１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市行政不服審査会条例施行規則 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、大和高田市行政不服審査会条例（平成２８年条例第３号。以下「条例」という。）

の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

 （１） 審査請求 行政不服審査法（平成２６年法律第６８号。以下「法」という。）第２条及び第

３条に基づく不服申立てをいう。 

 （２） 審査請求人 前号に定める審査請求を行った者をいう。 

 （３） 参加人 法第１３条第４項の定義による。 

 （４） 審査関係人 法第７４条の定義による。 

 （５） 主張書面 法第７４条の定義による。 

 （６） 補佐人 自然科学、社会科学、人文科学の専門的知識により、審査請求人又は参加人を援

助する第三者をいう。 

 （審査会の調査権限） 

第３条 大和高田市行政不服審査会（以下「審査会」という。）は、必要があると認める場合には、審

査請求に係る事件に関し、審査関係人に主張書面又は資料の提出を求めること、適当と認める者に

その知っている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。 

 （意見の陳述） 

第４条 審査会は、審査関係人の申立てがあった場合には、当該審査関係人に口頭で意見を述べる機

会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認める場合には、この限りでない。 

２ 前項本文の場合において、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭

することができる。 

 （主張書面等の提出） 

第５条 審査関係人は、審査会に対し、主張書面又は資料を提出することができる。この場合におい

て、審査会が主張書面又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出

しなければならない。 

 （提出資料の閲覧等） 

第６条 審査関係人は、審査会に対し、審査会に提出された主張書面若しくは資料の閲覧（電磁的記

録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧）又は当該主張書

面若しくは当該資料の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求

めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めると

きその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は写しの交付を拒むことができない。 

２ 審査会は、前項の規定による閲覧をさせ、又は同項の規定による交付をしようとするときは、当

該閲覧又は交付に係る主張書面又は資料の提出人の意見を聴かなければならない。ただし、審査会

が必要がないと認めるときは、この限りでない。 

３ 審査会は、第１項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。 

４ 第１項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人は、実費の範囲内において大和高田市手

規 則 
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数料条例（平成１２年条例第１０号）に定める額の手数料を納付しなければならない。 

５ 審査会は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、大和高田市手数料条例で定める

ところにより、前項の手数料を免除することができる。 

 （答申書の送付等） 

第７条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付す

るとともに、答申の内容を公表するものとする。 

 （庶務） 

第８条 審査会の庶務は、企画政策部広報情報課において処理する。 

 （委任） 

第９条 この規則に定めるもののほか、審査会の調査審議の手続に関し必要な事項は、審査会の会長

が審査会に諮って定めるものとする。 

   附 則 

 この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

規則第４４号の２ 

 大和高田市保育所条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  平成２８年８月３１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市保育所条例施行規則の一部を改正する規則 

 大和高田市保育所条例施行規則（平成１７年規則第１号）の一部を次のように改正する。 

 第８条の見出し並びに同条第１項及び第２項中「不承諾」を「保留」に改める。 

   附 則 

 この規則は、平成２８年９月１日から施行する。 

 

規則第４４号の３ 

 大和高田市立こども園条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  平成２８年８月３１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

 大和高田市立こども園条例施行規則（平成２２年規則第１５号）の一部を次のように改正する。 

 第８条の見出し並びに同条第１項及び第２項中「不承諾」を「保留」に改める。 

   附 則 

 この規則は、平成２８年９月１日から施行する。 

 

規則第２号 

 大和高田市教育委員会に対する事務委任規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  平成２９年２月９日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

大和高田市教育委員会に対する事務委任規則の一部を改正する規則 

大和高田市教育委員会に対する事務委任規則（平成２７年規則第１号）の一部を次のように改正す

る。 

第２条中「児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の３第２項に規定する放課後児童健全

育成事業に関する事務」を「次に掲げる事務を執行する権限」に改め、同条に次の２号を加える。 

（１） 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の３第２項に規定する放課後児童健全育

成事業に関する事務 

（２） 大和高田市立高田商業高等学校授業料等徴収条例（昭和２９年条例第７号）に基づく事務 
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附 則 

この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

規則第３号 

 大和高田市立病院の料金等に関する条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  平成２９年２月２８日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

大和高田市立病院の料金等に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

大和高田市立病院の料金等に関する条例施行規則（平成１７年規則第２０号）の一部を次のように

改正する。 

第２条第３項中「証明書」を「証明書等」に改める。 

別表第１及び別表第２を次のように改める。 

別表第１（第２条関係） 

種別 単位 金額 

初診時特定療養費 １回 １，０００円 

健康診断の料金 １回 診療報酬の算定方法（平成１８年厚生労働省告

示第９２号）の規定により算定した額 

通算入院期間が１８０日を超えた

日以後の入院のうち選定療養に係

る入院料 

１日 一般病棟入院基本料の１５／１００ 

妊産婦診察料   

初診時 １回 ５，０００円 

再診時 １回 １，５００円 

定期検診時 １回 ５，０００円 

助産師外来 １回 １，５００円 

乳房マッサージ １回 ３，０００円 

新生児介補料 １日 ５，０００円 

人間ドック検診料   

基本検診 １回 ３５，０００円 

脳検診 １回 ２７，７７８円 

乳がん検診 １回 ２，７００円 

子宮がん検診 １回 ３，０００円 

死後の処置料（材料費含む。） １体 ８，０００円 

新生児衣料使用料 １回 １，７００円 

クレール使用料 １回 ６，５００円 

薬価基準に収載されている医薬品

の薬事法（昭和３５年法律第４５

号）の規定による承認に係る用法、

用量、効能又は効果（以下「用法等」

という。）と異なる用法等に係る投

与の特定療養費 

１錠 薬価基準に収載されている額 

診療報酬の算定方法に規定する回

数を超えて受けた診療の特定療養

費 

１回 診療報酬の算定方法に規定する医科診療報酬

点数表に収載されている保険点数に１０円を

乗じた額 

術後のホルモン療法及びＳ－１内

服投与の併用療法 原発性乳がん

（エストロゲン受容体が陽性であ

って、ＨＥＲ２が陰性のものに限

１回 ２５８円 
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る。）に係る特定療養費 

別表第２（第２条関係） 

種別 単位 金額 

普通・健康審査診断書 １通  ２，０００円 

死亡診断書 １通  ３，０００円 

生命保険に関する診断書 １通  ５，０００円 

厚生年金等診断書 １通  ３，０００円 

身体障害者用診断書 １通  ３，０００円 

出生届出書 １通  ３，０００円 

死体（胎）検案書 １通  ３，０００円 

自賠責用診断明細書 １通  ３，０００円 

自賠責経過診断書 １通  ５，０００円 

後遺症診断書 １通  ５，０００円 

傷害保険診断書 １通  ５，０００円 

診療費支払証明書 １通  １，０００円 

分娩・妊娠証明書 １通  ２，０００円 

おむつ使用証明書 １通  １，０００円 

裁判執行関係等診療内容証明書 １通  ５，０００円 

その他各種証明書 １通 
簡易なもの ５００円 

複雑なもの ３，０００円以内 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日前に診療を受けた者に係る料金及び申請を受理した診断書、証明書等の交

付に係る手数料については、なお従前の例による。 

 

 

 

告示第１４６号 

 大和高田市子どものための教育・保育の利用に関する様式を定める要綱の一部を改正する告示を次

のように定める。 

  平成２７年１２月２８日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市子どものための教育・保育の利用に関する様式を定める要綱の一部を改正する告示 

 大和高田市子どものための教育・保育の利用に関する様式を定める要綱（平成２７年告示第４７号）

の一部を次のように改正する。 

 様式第１号を次のように改める。 

告 示 
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附 則 

 この告示は、平成２８年１月１日から施行する。 
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告示第９５号の２ 

 大和高田市子どものための教育・保育の利用に関する様式を定める要綱の一部を改正する告示を次

のように定める。 

  平成２８年８月３１日 

大和高田市 吉 田 誠 克   

   大和高田市子どものための教育・保育の利用に関する様式を定める要綱の一部を改正する告示 

 大和高田市子どものための教育・保育の利用に関する様式を定める要綱（平成２７年告示第４７号）

の一部を次のように改正する。 

 第３条第３項中「不承諾」を「保留」に、「利用不承諾通知書」を「入所（園）保留通知書」に改

める。 

様式第９号中「利用不承諾通知書」を「入所（園）保留通知書」に、「利用できません」を「保留

となりました」に改める。 

 様式第１１号中 

「 

支給認定証番号      （既に支給認定を受けている場合に記入してください。） 

                                           」を 

「 

支給認定証番号       

                                           」に、 

「 

中止理由 

１．家庭で保育する。 

２．育児休業取得（    年  月  日～    年  月  日） 

□□□ 仕事復帰後、同じ施設又は事業の利用を希望する。 

□□□ 仕事復帰後、同じ施設又は事業の利用を希望しない。 

３．市外転出※引き続き同じ施設の利用を希望する場合、転出先で手続が必要 

４．市内転居 

５．他の施設又は事業を利用する。（施設・事業者名：      ） 

６．その他 （                        ） 

                                           」を 

「 

中止理由 

１．家庭で保育する。 

２．育児休業取得（    年  月  日～    年  月  日） 

□□□ 仕事復帰後、同じ施設又は事業の利用を希望する。 

□□□ 仕事復帰後、同じ施設又は事業の利用を希望しない。 

３．市外転出 

□□□ 市外転出後、同じ施設又は事業の利用を希望する。 

□□□ 市外転出後、同じ施設又は事業の利用を希望しない。 

※引き続き同じ施設の利用を希望する場合、転出先で手続が必要 

４．市内転居 

５．他の施設又は事業を利用する。 

（施設・事業者名：                    ） 

６．その他 （                        ） 

                                           」に

改める。 

   附 則 

 この告示は、平成２８年９月１日から施行する。 

 

 

告示第１１号 

市内において、広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置してはならない地域、場所及び
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物件に掲出されていた広告物を次のとおり屋外広告物法第７条第４項及び同法第８条第１項の規定に

より除却し、保管したので告示します。 

なお、引取りのない場合は、屋外広告物法第８条第４項の規定により、当該広告物を廃棄します。 

平成２９年２月７日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１．引取期間  公示の日から２週間（屋外広告物法第８条第３項第１号に規定する広告物について

は２日間） 

２．引取方法  引取人がその広告物又は掲出物件の返還を受けるべき所有者等であることが確認で

きるものを提示し、受領書及び誓約書と引換えに返還する。 

３．引取時間  午前９時から午後５時まで。（土日祝日を除く。） 

４．連 絡 先  大和高田市役所環境建設部都市計画課 

ＴＥＬ ０７４５－２２－１１０１ 

整理 

番号 
名称 種類 数量 

設置 

場所 
除却日 保管開始日 保管場所 

１ 幸福実現党 はり札 １ 市内 Ｈ２９．２．３ Ｈ２９．２．３ 
市役所西

駐車場 

２ 
（株）エフエム

ホーム 
はり札 ２ 市内 Ｈ２９．２．３ Ｈ２９．２．３ 

市役所西

駐車場 

３ 東武建設 はり札 ２ 市内 Ｈ２９．２．３ Ｈ２９．２．３ 
市役所西

駐車場 

４ 
リアルクラフ

ト（株） 
はり札 ６ 市内 Ｈ２９．２．３ Ｈ２９．２．３ 

市役所西

駐車場 

５ 光不動産 はり札 ２ 市内 Ｈ２９．２．３ Ｈ２９．２．３ 
市役所西

駐車場 

 

告示第１２号 

市内において、広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置してはならない地域、場所及び

物件に掲出されていた広告物を次のとおり屋外広告物法第７条第４項及び同法第８条第１項の規定に

より除却し、保管したので告示します。 

なお、引取りのない場合は、屋外広告物法第８条第４項の規定により、当該広告物を廃棄します。 

平成２９年２月７日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１．引取期間  公示の日から２週間（屋外広告物法第８条第３項第１号に規定する広告物について

は２日間） 

２．引取方法  引取人がその広告物又は掲出物件の返還を受けるべき所有者等であることが確認で

きるものを提示し、受領書及び誓約書と引換えに返還する。 

３．引取時間  午前９時から午後５時まで。（土日祝日を除く。） 

４．連 絡 先  大和高田市役所環境建設部都市計画課 

ＴＥＬ ０７４５－２２－１１０１ 

整理 

番号 
名称 種類 数量 

設置 

場所 
除却日 保管開始日 保管場所 

１ 
住宅案内看板

（新築分譲） 
はり札 ２ 今里町 Ｈ２９．１．６ Ｈ２９．１．６ 

雲梯資材

置き場 

 

告示第１３号 

大和高田市自転車等の安全利用に関する条例（平成５年条例第１９号）第１０条第３項の規定によ

り利用者又は所有者からの引取りのない自転車等を次のとおり処分しますので、大和高田市自転車等
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の安全利用に関する条例施行規則（平成５年規則第３３号）第５条の規定により告示します。 

平成２９年２月１５日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１．処分の根拠 

移動日から６０日を経過したにもかかわらず、引取りがないため 

大和高田市自転車等の安全利用に関する条例第１０条第３項及び同条例施行規則第５条 

２．処分対象自転車等の保管場所 

大和高田市曽大根 

大和高田市高架下自転車保管所 

３．処分年月日 

平成２９年６月１日 

４．処分対象自転車等の移動年月日 

  平成２８年１１月１日から平成２８年１１月３０日までの間 

 

告示第１４号 

 平成２８年度国民健康保険税第５期の督促状を郵送により送達しましたが、その送達を受けるべき

者の住所等が不明であるため、送達できないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条

の２の規定により、次のとおり公示送達します。 

 なお、公示送達に係る書類は財務部収納対策室で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があ

ればいつでも交付します。 

平成２９年２月１５日 

                   大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ この通知の発送年月日 

平成２８年１２月２１日 

２ 送達を受けるべき者 

市役所前の掲示場に掲示済み 

（注）地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過したと

きに書類の送達があったものとみなされます。 

 

告示第１５号 

 平成２８年度市県民税第３期の督促状を郵送により送達しましたが、その送達を受けるべき者の住

所等が不明であるため、送達できないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の

規定により、次のとおり公示送達します。 

 なお、公示送達に係る書類は財務部収納対策室で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があ

ればいつでも交付します。 

平成２９年２月１５日 

                   大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ この通知の発送年月日 

平成２９年１月２６日 

２ 送達を受けるべき者 

市役所前の掲示場に掲示済み 

（注）地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過したと

きに書類の送達があったものとみなされます。 
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告示第１６号 

 平成２８年度固定資産税・都市計画税第４期の督促状を郵送により送達しましたが、その送達を受

けるべき者の住所等が不明であるため、送達できないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）

第２０条の２の規定により、次のとおり公示送達します。 

 なお、公示送達に係る書類は財務部収納対策室で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があ

ればいつでも交付します。 

平成２９年２月１５日 

                   大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ この通知の発送年月日 

平成２８年１２月２１日  

２ 送達を受けるべき者 

市役所前の掲示場に掲示済み 

（注）地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過したと

きに書類の送達があったものとみなされます。 

 

告示１７号 

平成２９年３月３日大和高田市議会定例会を本市議事堂に招集する。 

平成２９年２月２４日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

 

告示第１８号 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５

１条の２０の規定により、次の者を指定特定相談支援事業者に指定したので告示します。 

  平成２９年２月２７日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

指定等に係る指定特定相談支

援事業者又は指定障害児相談

支援事業者の名称及び主たる

事務所の所在地 

有限会社 北橋 

大和高田市東中１丁目５番２８号 

指定等に係る事業所の名称及

び所在地 

大和高田デザイン・ハウス 

大和高田市永和町１１－３ 

指定等の年月日 平成２９年３月１日 

指定等に係る指定計画相談支

援又は指定障害児相談支援の

種類 

指定特定相談支援事業 

 

事業の主たる対象者 身体障害者、知的障害者、精神障害者 

特定相談支援事業所番号又は

障害児相談支援事業所番号 

特定相談支援 ２９３０８００１７８ 

 

告示第２１号 

大和高田市自転車等の安全利用に関する条例（平成５年条例第１９号）第９条及び第９条の２第２

項の規定により放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第１０条第１項

の規定により告示します。 

平成２９年３月１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１．移動理由 
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自転車等放置禁止区域内及び放置禁止区域外の公共の場所に放置されていたため 

２．移動年月日、移動対象区域、移動自転車等の数量等 

（１）放置禁止区域 

移動年月日 

近鉄大和 

高田駅・ＪＲ 

高田駅周辺 

近鉄高田市 

駅周辺 

近鉄松塚駅 

周辺 

近鉄浮孔駅 

周辺 

近鉄築山駅 

周辺 

自転

車 

原動

機付

自転

車 

自転

車 

原動

機付

自転

車 

自転

車 

原動

機付

自転

車 

自転

車 

原動

機付

自転

車 

自転

車 

原動

機付

自転

車 

平成２９年２月１日   １        

平成２９年２月２日 ２ １         

平成２９年２月８日   １        

平成２９年２月１４日   ２        

平成２９年２月１６日 １          

平成２９年２月２２日 １          

平成２９年２月２３日     １      

（２）放置禁止区域外の公共の場所 

移動年月日 場所の区分 地区 自転車 
原動機付

自転車 

平成２９年２月２０日 道路 大和高田市大字田井地内 １  

平成２９年２月２１日 道路 大和高田市大字秋吉地内 １  

３．保管場所 

大和高田市曽大根 

大和高田市高架下臨時自転車保管所 

４．引取期間 

告示日から６０日間。ただし祝日を除く。 

５．引取時間 

午前９時～正午・午後１時～午後５時 

ただし、土曜日・日曜日は午前９時～正午 

６．引取りのための必要事項 

（１）印鑑、自転車等の鍵並びに住所及び氏名を確認できるもの（学生証・運転免許証・保険証等）

をお持ちください。 

（２）次のとおり移動及び保管に要した費用を徴収します。 

ア．移動費 ２，０００円 

イ．保管費 １，０００円。ただし、移動日から１４日以内は無料 

７．連絡先 

大和高田市役所生活安全課 電話０７４５－２２－１１０１代表 

 

 

 

公告第５号 

農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の規定により、農用地利用集

積計画を定めたので、同法第１９条の規定により公告する。 

なお、その関係書類を本市市民部産業振興課に備え置いて縦覧に供します。 

 平成２９年２月２８日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

公 告 
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公告第６号 

次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の

６第１項の規定により公告する。 

平成２９年３月１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 入札に付する事項 

物件
番号 

所在地 地目 
地積 
（㎡） 

用途地域 現況 
最低売却価格 

（円） 

１ 
大字大谷５７２番 

１ 
宅地 ２０９５．７３ 

市街化調整
区域 

建物
付 

４５，１１７，０００ 

２ 東雲町９６５番６ 宅地 ２８２．２４ 
第一種住居

地域 
更地 ８，４６７，０００ 

３ 曙町７４７番４ 宅地 １１１．６７ 
第一種住居

地域 
更地 ２，５１３，０００ 

４ 曙町６８５番３ 
雑種
地 

２４３．７２ 
第一種住居

地域 
更地 ４，８６０，２００ 

５ 曙町６８５番５ 宅地 ２７２．３７ 
第一種住居

地域 
建物
付 

４，２１２，０００ 

６ 曙町８００番１３ 宅地 １５８．６６ 
第一種住居

地域 
更地 ２，９４１，０００ 

７ 曙町８０９番１４ 宅地 ２９６．３９ 
第一種住居

地域 
更地 ５，７９４，０００ 

２ 入札参加に際しての注意事項 

（１） 現状有姿の売却とする。 

（２） 「物件番号１」及び「物件番号５」については、既存建物がある。 

（３） 最低売却価格は、既存建物等工作物の撤去費用相当額を差し引いた価格とする。 

３ 入札に参加する者に必要な資格要件 

 （１） 参加資格 

  法人又は個人とする。 

（２） 欠格 

次のアからカのいずれかに該当する者は入札に参加することができない。 

ア 地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当する者 

イ 大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）の規定により、入札

参加資格停止の措置を受けている者 

ウ 地方自治法第２３８条の３に規定する公有財産に関する事務に従事する職員 

エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６

号に規定する暴力団員及びその構成員 

オ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第１４７号）第

５条に規定する観察処分の決定を受けた団体及び当該団体の役職員及び構成員 

カ 大和高田市の市税を滞納している者 

４ 入札参加申込みの方法 

入札参加希望者は、下記の要領で申込みの手続を行うものとする。 

（１） 申込みに必要な提出書類 

ア 市有財産売却入札参加申込書（実印）（以下「申込書」という。） 

イ 誓約書（実印） 

ウ 暴力団排除に関する誓約書（実印） 

エ 市税滞納情報照会同意書 
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オ 申込者が個人である場合には、当該申込書に係る印鑑登録証明書及び住民票抄本 

カ 申込者が法人である場合には、当該申込書に係る印鑑証明書及び会社法人用登記事項証

明書（現在事項全部証明書） 

※ オ及びカについては、発行後、３月以内の原本に限る。 

（２） 入札参加申込の方法並びに受付の期間及び場所 

ア 申込方法 入札参加申込者は、受付場所へ上記提出書類を持参の上、申込みを行う。 

イ 受付期間 平成２９年３月１０日（金）から平成２９年５月１０日（水）まで。（土日、

祝日を除く。） 

※受付時間は、午前９時から午後５時までとする。（正午から午後１時まで

を除く。） 

ウ 受付場所 奈良県大和高田市大字大中１００番地１ 

大和高田市財務部財産管理課（大和高田市庁舎２階） 

（３） 入札の方法等についての説明 

入札参加申込者は、入札参加受付時に入札方法等の説明を受けなければならない。 

（４） 入札参加審査 

上記提出書類受付後、入札参加資格条件に係る審査を行うものとする。審査の結果、参加資格

を有すると認めた者には、申込書に受付印を押印した申込書の写しを交付する。 

５ 入札保証金の納付 

入札参加者は、入札受付の 1時間前までに入札金額の１００分の５以上の入札保証金を銀行振出

小切手で納付しなければならない。 

６ 入札及び開札執行の日時及び場所 

（１） 日時 平成２９年５月１７日（水）午前１０時  

（２） 場所 奈良県大和高田市大字大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟２階会議室 

７ 入札辞退 

入札参加資格を有すると認められた者は、入札を辞退することは認められないが、やむを得ない

理由により、参加することができなくなったときは、大和高田市所定の辞退届に必ず辞退理由を付

し、次に定めるところにより提出しなければならない。 

（１） 入札当日の受付開始時刻までに辞退届を提出するとき 財産管理課に提出すること。 

（２） 入札受付開始時刻から入札開始時刻までに辞退届を提出するとき 入札執行者に提出する

こと。 

（３） 前２号のいずれかにかかわらず、辞退届は、必ず持参するものとし、郵送による提出は認

めない。 

８ 入札の無効 

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

（１） 入札に参加する資格のない者がした入札 

（２） 記名押印を欠く入札 

（３） 入札書に記載された入札金額その他記載事項が確認できない入札 

（４） 同一入札について入札者又はその代理人によりなされた２以上の入札 

（５） 入札に関し談合等の不正行為をした入札 

（６） 入札に際して公正な入札の執行を害する行為をなした者の入札 

（７） 入札金額を加除訂正した入札 

（８） 最低売却価格に達しない価格での入札 

（９） 郵送等により送付された入札 

（１０） 前各号に掲げるもののほか、所定の入札条件に違反した入札 
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９ 落札者の決定方法 

入札場所において投函終了後、直ちに入札者立会いの下で開札を行い、有効な入札を行った者の

うち、市の最低売却価格以上かつ最高価格で入札した者を落札者とする。ただし、落札者となる同

価格の入札者が２人以上あるときは、その場において直ちにくじ引きを行い落札者を決定する。 

１０ 契約保証金 

契約締結までに売買代金の１００分の１０以上の契約保証金（入札保証金全額を充当）を納付

しなければならない。 

１１ 契約締結等 

（１） 契約の締結日 

落札者は、平成２９年５月２６日（金）（当日の正午まで）に契約を締結しなければならな

い。なお、落札者が契約締結期限までに契約を締結しなかった場合、入札保証金は大和高田

市に帰属する。 

（２） 契約書作成の要否 

要す。 

１２ 売買代金の納入 

落札者は、売買代金の残金（売買代金と契約保証金との差額をいう。）を平成２９年６月２

６日（月）までに納付しければならない。 

契約保証金は、納期限までに売買代金の残金の納付がなかった場合、大和高田市に帰属する。 

１３ 契約条件 

（１） 所有権の移転等 

ア 売買代金の全額納付があったときに所有権が移転し、同時に土地を引き渡すものとする。 

イ 所有権の移転登記は、大和高田市が嘱託により行う。 

（２） 契約費用及び公租公課等 

ア 売買契約書に貼る収入印紙の費用は、買受人の負担となる。 

イ 所有権の移転登記に必要な登録免許税は、買受人の負担となる。 

ウ 所有権移転後の公租公課は、買受人の負担となる。 

エ その他契約に要する費用は、買受人の負担となる。 

（３） 損害の賠償等 

契約締結後、物件の数量の不足その他隠れたかしのあることを発見しても、売買代金の減免、

損害賠償の請求又は契約の解除を請求することができない。 

（４） その他 

落札者は、物件の所有権移転登記前に権利義務を第三者に譲渡することはできない。 

１４ 問い合わせ先 

奈良県大和高田市大字大中１００番地１ 

大和高田市財務部財産管理課 

電話 ０７４５－２２－１１０１ 

 

 

 

教育委員会告示第５号 

 大和高田市教育委員会３月定例委員会を下記のとおり招集する。 

  平成２９年２月２７日 

大和高田市教育委員会     

教育長 早 川 博   

教育委員会 
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記 

日 時 平成２９年３月２日（木）午後２時 

場 所 さざんかホール４階会議室 

議 案 第１号 第７０回大和高田市民体育大会≪種目別大会≫実施要項（案）について 

第２号 後援願いについて 

第３号 その他 

 

 

 

選挙管理委員会告示第３号 

 大和高田市選挙管理委員会を次のとおり招集する。 

  平成２９年２月２４日 

大和高田市選挙管理委員会     

委員長 松 村 惠 由   

１．日 時  平成２９年３月２日（木）午前９時 

２．場 所  大和高田市大字大中１００番地１ 

大和高田市役所４階会議室 

３．議 案  第１号 公職選挙法第２８条第１号、第２号及び第３号の規定による抹消について 

第２号 選挙人名簿の定時登録について 

第３号 在外選挙人名簿の登録について 

第４号 その他 

 

大和高田市選挙管理委員会告示第４号 

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２３条第１項及び第３０条の７第１項の規定により、

平成２９年３月３日から同月７日までの間、縦覧に供する選挙人名簿に登録した者の氏名及び住所等

を記載した書面並びに在外選挙人名簿に登録した者の氏名及び経由領事官の名称等を記載した書面の

縦覧場所は、次のとおりである。 

  平成２９年２月２４日 

大和高田市選挙管理委員会     

委員長 松 村 惠 由   

縦覧場所 大和高田市大字大中１００番地１ 

大和高田市役所３階選挙管理委員会事務局 

 

大和高田市選挙管理委員会告示第５号 

 平成２９年３月２日現在の大和高田市の議会の議員及び長の選挙権を有する者の総数の３分の１、

６分の１及び５０分の１の数は、次のとおりである。 

  平成２９年３月２日 

大和高田市選挙管理委員会     

委員長 松 村 惠 由   

３分の１の数   １９，２１５人 

６分の１の数    ９，６０８人 

５０分の１の数   １，１５３人 

 

選挙管理委員会 
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監査委員会告示第１号 

 地方自治法第１９９条第４項の規定により、平成２８年度定期監査を実施したので、その結果を同

条第９項の規定により公表します。 

  平成２９年２月２４日 

大和高田市監査委員 吉 井 保 次   

同     西 川 繁 和   

１．監査の対象 

   企 画 政 策 部  企画法制課・秘書課・広報情報課・人事課 

   財 務 部  財政課・財産管理課・税務課・収納対策室 

   市 民 部  市民課・産業振興課・自治振興課・生活安全課・市民協働推進課 

                              人権施策課 

                      隣 保 館【曙・市場・土庫・東雲】 

                      青少年会館【曙・市場・塙・東雲】 

   福 祉 部  社会福祉課・保護課・児童福祉課 

保 育 課 

こども園【高田】 

                   保 育 所【片塩・浮孔・高田西】 

   保 健 部  健康増進課・介護保険課・地域包括支援課 

保険医療課【天満診療所】 

   環 境 建 設 部  土木管理課・営繕住宅課・都市計画課・環境衛生課 

               クリーンセンター【企画整備課・美化推進課】 

契約監理室 

  上 下 水 道 部  水道総務課・水道工務課・下水道課 

  会 計 課 

教 育 委 員 会 事 務 局  教育総務課 

幼稚園【片塩・菅原・浮孔西】 

小学校【片塩・高田・菅原・浮孔西】 

中学校【高田・片塩】 

学校教育課 

幼稚園【片塩・菅原・浮孔西】 

小学校【片塩・高田・菅原・浮孔西】  

中学校【高田・片塩】 

生涯学習課【中央公民館・図書館】 

体育振興課・青少年課・文化振興課 

商業高校事務管理課  

      議 会 事 務 局    庶務課 

      選挙管理委員会事務局 

      農 業 委 員 会 事 務 局 

      監 査 委 員 事 務 局 

      市 立 病 院    総務課・管理課・医事課・看護専門学校 

訪問看護ステーション・栄養管理科 

２．監査の期間 

監査委員事務局 
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前  期  平成２８年１０月１８日から平成２８年１２月１６日まで 

後  期  平成２９年１月２０日から平成２９年１月２３日まで 

３．監査の方法 

監査資料として、帳票、帳簿、書類等の提出を求め、予算及び事務事業の執行が計画的・効率

的に行われているか、その手続は適切か、会計処理は法令等に従っているか等の審査を行った。

また、内容聴取については、各所属長から監査時点（９月・１２月末日現在）までの所管事務事

業の進捗状況等についての説明を受け、質疑応答の方法で実施した。 

４．提出書類 

定期監査実施にともなう資料と諸帳簿については、監査の前期対象課は平成２８年９月末日、

後期対象課は１２月末日までを監査対象とした。主な提出書類は次のとおりである。 

（１）資 料 

① 事務分担表 

② 歳入歳出予算執行状況調（部門別） 

③ 業務等執行状況表 

④ 物品購入・請負（工事を除く。）・賃貸借契約状況表 

⑤ 施工工事一覧表 

⑥ 業務委託料の契約状況表 

⑦ 負担金補助及び交付金、財政援助的な委託料明細表 

⑧ その他 

（２）諸帳簿 

① 文書件名簿   

② 旅行命令簿兼旅費請求書 

③ 契約書 

④ 補助金・委託料 

⑤ 調定伺簿 

⑥ 交際費出納簿 

⑦ 文書管理表 

⑧ 勤務状況整理台帳 

⑨ 時間外勤務命令兼報告書 

⑩ 公用車運行日誌 

⑪ その他 

５．監査の結果 

財務及び経営に関する事務の執行及び事務事業の執行状況等は、おおむね適正に処理されて

いると認められた。 

例年指摘しているにもかかわらず同じ指摘の繰り返しが見受けられる。管理職等のチェック

体制の強化と責任の明確化を図り、適正な事務処理をされるよう職員への周知徹底を再度要望

する。 

行財政においては、市庁舎の建設も含めた公共施設のあり方やまちづくり構想、ごみ処理施

設の広域化、街路整備等本市が抱える課題は山積しており、財政運営を取り巻く状況は楽観で

きるものではなく、今後も景気や国の動向を注視しながら施策・事業に取り組まれたい。 

自主財源である市税や各種使用料について、各所管課において未収金の回収には鋭意努力さ

れているところではあるが様々な手法を行使し、公平性の確保、受益者負担の適正化により一

層取り組まれたい。 

また、国の施策による制度改正や行政サービスの多様化により、事務量は増加傾向にあり、

事務執行に当たっては一層の法令遵守に努め、組織間の情報共有、連携を緊密に行い、業務の
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有効性と効率性を図りながら、行政サービスのより一層の充実に努められたい。 

なお、監査の都度、関係者に所見は述べたが、各部局等に対する指摘事項及び所見は次のと

おりである。 

以下省略（市役所前の掲示場に掲示済み） 

 

 

 

農業委員会告示第２号 

 大和高田市農業委員会３月定例委員会を次のとおり招集する。 

平成２９年２月２７日 

大和高田市農業委員会      

会長 松 田 榮 義   

日 時  平成２９年３月３日（金）午後３時 

場 所  高田消防署２階大会議室 

議 案  第１号 農地法第３条第１項について申請の件 

第２号 農地法第４条規定による申請の件 

第３号 農地法第５条規定による申請の件 

第４号 農地法第１８条第６項について通知の件 

第５号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項規定による農用地利用集積計画に

ついて 

第６号 農地法得第３条第２項第５号による下限面積（別段面積）の設定について 

第７号 平成２８年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価並びに平成２

９年度の目標及びその達成に向けた活動計画について 

第８号 その他 

 

 

 

水道事業告示第２号 

 大和高田市水道事業指定給水装置工事事業者規程（平成１０年企業管理規程第２号）第２５条の規

定により、次の者を大和高田市水道事業指定給水装置工事事業者に指定したので、同規程第１０条第

１号の規定により告示する。 

  平成２９年３月１日 

水道事業管理者          

大和高田市長 吉 田 誠 克   

業者名        代表者名   所在地 

百進建設 株式会社  新谷 味希  大阪府四条畷市砂２丁目１７番１０号 

公営企業 

農業委員会 


